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１．就職・復職するとき 

必要書類：特別徴収開始切替申請書  記入例１（P6） 

内容 ご注意ください 

就職または復職で普通徴収から

特別徴収に切替える 

対象者の住所・氏名・生年月日は正確に記入してください。 

なお、以下に該当するものは特別徴収に切替えできません。 

（１） 普通徴収の各期で、納期限を過ぎているもの 

（２） 65 歳以上の方で年金所得に係る税額分 

対象者の普通徴収の納期未到来分の納付書をできるだけ添付

してください。 

・賦課年度の１月１日現在、庄原市に住所があるか確認してください。年の中途での庄原市への転入

や住所地が庄原市外で、他の市町村で課税されている場合は該当の市町村へお問い合わせください。 

・前職が特別徴収の場合は、前職から異動届出書の提出があるまで切替えできないことがあります。 

・その月の 10 日以降に申請書が提出された場合は、希望された月から開始できないことがあります。 

・新卒者採用等予定が明らかな場合は、早めにお届けいただいてもかまいません。 

・個人事業主本人は特別徴収できませんのでご注意ください。 

２．転勤（他の事業所で特別徴収を継続）するとき 

必要書類 ： 特別徴収に係る給与所得者異動届出書  記入例２（P6） 

内容 ご注意ください 

転勤元（退職）事業所の記入 

異動届出書のうち上段の「給与支払者」「給与所得者」欄に

記入してください。徴収済税額、未徴収税額に誤りがないよ

うご注意ください。 

転勤先（就職）事業所の記入 

異動届出書のうち中段の「１．特別徴収継続の場合」の欄に

転勤先事業所について記入してください。特に連絡先、開始

月に誤りがないようご注意ください。 

・従業員の方が退職後庄原市外に転出されるときは、「異動後の住所」欄もできる限りご記入ください。 

・届出書は、翌月 10 日までに速やかに提出してください。 

・転勤先の給与担当者に必ず月割額等を連絡してください。 

・転勤先の名称、所在地、連絡先が正確に記入されていない場合や、月額欄が空欄の場合は、転勤と

して手続きできません。 

・異動届出書を転勤先に送付する等で、転勤先から届出をする場合は、届出があるまでは転勤元での

特別徴収が停止できませんのでご注意ください。 

記 入 上 の 注 意 事 項 
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３．退職するとき 

必要書類 ： 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 

内容 ご注意ください 

その年の６月から 12 月末まで

に退職して、未徴収税額を本人

が納付するとき 

何月分まで徴収済、未徴収かを正確に記入してください。特に給

与が翌月支給となる場合はご注意ください。翌年５月分までの未徴

収税額は、普通徴収に切替えて本人に通知します。   記入例３(P7) 

その年の６月から 12 月末まで

に退職して、未徴収税額を本人

の希望で一括徴収するとき 

何月分まで徴収済、未徴収かを正確に記入してください。なお、

「２．一括徴収の場合」の欄へ何月分で納入されるか正確に記入し

てください。                     記入例４(P7) 

翌年の１月１日から４月末ま

での間に退職するとき 

未徴収税額は、地方税法第 321 条の５第２項の規定により、本人

の希望に関わらず一括徴収してください。また、新年度（６月以降）

も特別徴収を予定していた場合、様式右上「年度」の欄の「３．両

年度」を〇で囲んでください。            記入例４(P7) 

翌年の５月中に退職するとき 

原則、５月分は特別徴収いただき、徴収済月を６月分から５月分

までと記入の上、様式右上「年度」の欄の「３．両年度」を〇で囲

んでください。                   記入例３(P7) 

その年度分の税額について、特

別徴収の納入が終了している

従業員の方が退職するとき 

異動届出書の提出が必要です。提出がない場合、本人の確定申告

等で税額を変更したときは、事業所宛に税額変更通知をすることと

なります。                      記入例３(P7) 

税額が０円の従業員が退職す

るとき 

異動届出書の提出が必要です。提出がない場合、本人の確定申告

等で税額が発生したときは、事業所宛に税額変更通知をすることと

なります。                      記入例５(P8) 

新年度分から新規に特別徴収

として給与支払報告書を提出

した後に退職するとき 

異動届出書の提出が必要です。様式の右上「年度」の欄の「２．

新年度」を〇で囲み、税額欄は空欄としてください。提出がない場

合は、特別徴収として通知することとなります。   記入例６(P8) 

従業員の方が死亡によって退

職となるとき 

異動届出書の提出が必要です。普通徴収に切替え、相続人の方に

通知します。この場合、一括徴収の必要はありません。 記入例３(P7) 

・定年退職や卒業等で予定が明らかな場合は、早めにお届けいただけます。 

・退職される方の年税額が０円の場合、事業所に税額変更通知書の送付はありませんのでご注意ください。 

・従業員の方が退職後に庄原市外に転出されるときは「異動後の住所」欄もわかる範囲でご記入ください。 

・「何月分」とは「給与の支給月」に対しての表示となりますので、「勤務月」とお間違えの無いよう

ご注意ください。例：７月勤務分の給与を８月に支給し、「７月分給与」とされている場合、特別徴

収では「８月分（支給月に対する特別徴収）」を指します。 

・例年１月末までに提出いただく給与支払報告書は「翌年度の特別徴収（６月以降）」に係るもので

すので、給与支払報告書を「退職」として提出されていても、５月末までに退職される場合は異動

届を提出してください。 
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４．退職後に出国・帰国するとき 

必要書類 ： 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 

内容 課税 
年度 ご注意ください 

その年の６月から 12 月

末までに退職して出国・

帰国するとき 

現
年
度 

異動届出書を提出してください。国外に転出されても、未

徴収分の住民税は納税の義務があります。退職時に可能な限

り未徴収税額の一括徴収にご協力ください。 記入例３・４(P７) 

一括徴収ができない場合は、従業員の方が転出の前に①本

人が「全額納付」するか②「納税管理人」の設定が必要なた

め、早めのお手続きをご案内ください。 

翌年の１月から５月末

までに退職して出国・帰

国するとき（新年度の課

税が見込まれる場合） 

現 

年 

度 

(

翌
年
５
月
分
ま
で) 

異動届出書を提出してください。未徴収税額は、地方税法

第 321 条の５第２項の規定により、原則として本人の希望に

関わらず一括徴収してください。なお、給与支払報告書を退

職で提出されていても、異動届が必要です。  記入例４ (P７) 

新 
年 
度 

(

翌
年
６
月
分
以
降) 

翌年の 1 月から５月（納税通知書送付前）に国外転出され

る方でも、新年度の住民税が課税される場合は納税の義務が

あります。転出の前に新年度の納税通知書が送付されるまで

は①あらかじめ本人が納税する「予納」か②「納税管理人」の

設定が必要です。 

・対象の従業員の方に個人の市民税 県民税（住民税）の手続きがある場合は、時間を要することが

ありますので、出国直前ではなく時間に余裕を持ってお越しいただくようお伝えください。 

・「予納」をされる場合は、税額を計算する必要があるため、年末調整や確定申告で計上していない

所得や控除額があれば資料を持参していただきます。 

・「納税管理人」は、ご家族のほか第三者がなることができます。 

・現年度・翌年度とも税額が０円又は非課税の場合は、事業所からの退職異動届（記入例５ P8）の

みとなります。なお、退職時の年税額が０円又は非課税でも、収入により翌年度は課税が発生する

場合がありますのでご注意ください。 

５．休職するとき 

必要書類 ： 特別徴収に係る給与所得者異動届出書  記入例３・４(P７) 

内容 ご注意ください 

出産、育児や傷病等で

休職するとき 

異動届出書を提出してください。未徴収税額は、一括徴収いただくか

普通徴収に切替え本人に通知します。         

・予定が明らかな場合は、早めにお届けいただけます。 

・現年度の中途で復職し、特別徴収とする場合は、特別徴収開始切替申請書を提出してください。 
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６．普通徴収とする異動事由に該当するとき 

必要書類 ： 特別徴収に係る給与所得者異動届出書  記入例３(P7) 

内容 ご注意ください 

通知があった税額が毎月の給与

から引ききれないとき等 

切替できる異動事由に該当する場合に限り 異動届出書を提出

してください。普通徴収に切替え本人に通知します。 

・すべての従業員の方（短期雇用者、アルバイト、パート、役員を含む）は、地方税法第 321 条の 3

及び庄原市税条例第 44 条に基づき、原則として特別徴収をしていただきます。事業所や従業員の

方の希望では普通徴収に切替えることができません。 

・広島県で普通徴収に切替えできる異動事由は以下のとおりです。都道府県によって事由が異なる場

合がありますのでご注意ください。 

   A．退職や休職等で給与の支給が無くなった方 

B．給与が少額で、特別徴収しきれない方（例：年間支給額が 93 万円以下） 

   C．給与が毎月は支給されない方（不定期支給） 

D．他の事業所から特別徴収されている方（乙欄） 

・年度当初の通知で、特別徴収を予定していない従業員の方が記載されている場合は、例年１月末ま

でに提出いただく給与支払報告書が特別徴収分となっていることが考えられますので、普通徴収に

該当する場合は、必ず普通徴収分として提出してください。また、5 月末までに退職された場合は

速やかに異動届を提出してください。 

７．事業所の名称等に変更があるとき 

必要書類：特別徴収義務者の名称所在地等変更届出書  記入例７（P９） 

      （ 特別徴収開始切替申請書 ・ 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 ） 

内容 ご注意ください 

所在や名称を変更するとき 変更の内容を正確に記入してください。 

合併等により新たな法人を設

立、または分割したとき 

変更届出書のほか、従業員の方の就職、退職または転勤がある

場合は、開始切替申請書または異動届出書も提出してください。

指定番号を変更する場合がありますのでご注意ください。 

法人が解散や休眠するとき 
変更届出書のほか、従業員の方の退職、転勤がある場合は、異

動届出書も提出してください。 

通知の送付先を変更するとき 
変更届出書を提出してください。なお、様式の「備考」欄に送

付先の変更である旨を明記してください。 

・法人の変更内容が、代表者の変更だけの場合届出は不要です。 
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８．納入に関すること   

内容 ご注意ください 

急な退職等で、その月の納

入金額が変更となるとき 

その月分の納入書の金額訂正か、または、予備の納入書を使用でき

ます。異動届も忘れずに提出してください。     記入例８（P９） 

納入書の同封がないとき 
給与支払報告書を提出された際に、納入書不要とされている場合に

は同封していません。必要な場合は庄原市へご連絡ください。 

就職し、開始申請書を提出

したのに従業員の方に普通

徴収の納付書が届いたとき 

開始申請書を提出されても、前職からの退職異動届により切替えた

普通徴収の納付書が発送処理済みのため、従業員の方へ届くことがあ

ります。開始申請後であれば、従業員の方に納期未到来の普通徴収の

納付書では納付しないようお伝えください。 

納入したはずの月分の督促

が届いたとき 

 納入書に表示した月分に充当するため、使用された納入書の月が納

入しようとした月と違った場合、未納の状態となった月分に対し督促

が届くことがあります。何月分かを確認いただき納入してください。 

口座振替で納入したいとき 
エルタックスで口座振替ができます。ご利用はエルタックスのホー

ムページでご確認ください。( https://www.eltax.lta.go.jp ) 

初めて納入するとき 

（中国５県以外の事業所） 

 ゆうちょ銀行又は郵便局での納入をお願いします。なお、通知に同

封する「特別徴収関係書類」に添付の「市民税・県民税(特別徴収)取

扱局指定通知書（原本）」を初回納入時に窓口へ提出してください。 

退職手当等の支払いによ

り、市民税県民税を納入す

るとき 

特別徴収した月の翌月 10 日までに納入書の訂正、納入申告書を記

入の上、他の特別徴収分と併せて納入してください。 記入例９（P10） 

毎月の納入事務が負担とな

るとき 

毎月の納入事務が負担になる場合、条件に適合すれば年２回の納入

となる納期の特例が認められます。         記入例 10（P11）                 

９．その他 

区分 内容 ご注意ください 

届出 
届出等は FAX や電子メール

で提出できるか 

届出等は、書類(郵送可)又はエルタックスでの提出を受付

けています。FAX や電子メールは受付けしていません。 

税額 
変更 
通知 

従業員の税額の変更通知が届

いたとき（納期未到来分） 

従業員の方の確定申告等で税額を変更する場合にお知ら

せします。変更月から差替えた納入書で納入してください。 

税額 
変更 
通知 

(還付) 

従業員の税額を減額する変更

通知が届いたとき 

（納入済の月も減額） 

従業員の方の確定申告等で税額を減額する場合にお知ら

せします。原則として納期未到来分から変更しますが、納入

済の月分も減額せざるを得ない場合があります。 

納入超過額は従業員の方へ還付しますが、庄原市から直接

連絡しますので、事業所の対応は不要です。 

※事業所から納入済の超過額を還付しないでください。 
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１．就職・復職で特別徴収に切替えるとき（例：11 月から開始するとき） 

 

２．転勤（他の事業所で特別徴収を継続）するとき（例：10 月分まで徴収、11 月分から変更するとき） 

 

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

右から番号

を記入

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

        月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が　　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

右から番号

を記入 月 日 円

担

当

者

連

絡

先

所
　

属 徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入
１．必要　２．不要 

内線（ ）

円 円 円
(本人納付)

事由・理由

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額 円を

（

特

別

徴

収

義

務
者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号
月分（翌月10日納入期限分）から

所　在　地

〒

月から

月まで

年

個人番号

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所 月

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

異動後の
住 所

日

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名
（ア） （イ） （ウ） 異 動 後 の 未 徴 収

異  　動
年 月 日生年月日 年 月 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

受給者番号
１

２

３

４

５

６

７

退　　　職

転　　　勤

休職・長欠

死　　　亡

支払少額・不定期

合併・解散

そ　の　他

月から

月まで

月 日提出

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、左

端を空欄とし右詰めで記載 内 線 （ ）

 給与支払報告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
場
合
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、

必
ず
未
徴
収

税
額
を
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
（

死
亡
退
職
等
の
場
合
を
除
き
ま
す
）
。

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

庄原市長　殿 宛 名 番 号

フリガナ
連

　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
年

届 出 書 等 の 記 入 例 

税額、納付済額は従業員の方の 

納付書をご確認ください。 

年税額、徴収済額、未徴収税額は正確に記入してください。 
すでに全額納入しているときは、未徴収税額は０円となります。 

転勤先の給与担当者に、月割額及び開始月を必ず
連絡の上、正確に記入してください。 

転勤先の項目は正確に記入してください。 
不明な場合は手続きできません。 

異動事由は「２.転勤」徴収
方法は「１.特別徴収継続」
としてください。 
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３．退職等で普通徴収に切替えるとき（例：10 月分まで徴収し、11 月分以降を切替えるとき） 

 

４．退職等で未徴収税額を一括徴収するとき（例：10 月に退職し、10 月分で一括徴収するとき） 

 
 

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

異 動 後 の 未 徴 収

〒

新しい勤務先へは、月割額

新規

税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

 給与支払報告
特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異　動　の　事　由
特別徴収税額
（年税額）

徴収済額 未徴収税額
（ア）－（イ）

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

個人番号
又は法人番号

庄原市長　殿 宛 名 番 号

フリガナ
連

　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名

電 話

内線（ ）

異  　動
年 月 日生年月日

 ←個人番号の記載に当たっては、左

端を空欄とし右詰めで記載

円 円

１．特別徴収継続の場合

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

事由・理由

１

２

３

４

５

６

７

月から

月まで

年

月

年 月 日提出

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
場
合
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、

必
ず
未
徴
収

税
額
を
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
（

死
亡
退
職
等
の
場
合
を
除
き
ま
す
）
。

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地

特別徴収義務者

指　定　番　号

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

氏　名
（ア） （イ） （ウ）

受給者番号

担

当

者

連

絡

先

所
　

属

１月１日
現在の住所

月から

月まで

法 人 番 号

日月

円

年

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由 右から番号

を記入

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

異動後の

住 所

所　在　地

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

        月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が　　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が　　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日

徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月

〒

内 線 （ ）

退　　　職

転　　　勤

休職・長欠

死　　　亡

支払少額・不定期

合併・解散

そ　の　他
(本人納付)

右から

番号を

記入

円

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

月分（翌月10日納入期限分）から

日

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

円を

１．必要　２．不要 

右から番号

を記入 日

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

日提出

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、左

端を空欄とし右詰めで記載

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
場
合
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、

必
ず
未
徴
収

税
額
を
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
（

死
亡
退
職
等
の
場
合
を
除
き
ま
す
）
。

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

庄原市長　殿 宛 名 番 号

フリガナ
連

　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
年 月

内 線 （ ）

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名
（ア） （イ） （ウ） 異 動 後 の 未 徴 収

異  　動
年 月 日生年月日 年 月 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

受給者番号
１

２

３

４

５

６

７

退　　　職

転　　　勤

休職・長欠

死　　　亡

支払少額・不定期

合併・解散

そ　の　他

月から

月まで

月から

月まで

年

個人番号

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所 月

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

異動後の

住 所
日

円 円 円
(本人納付)

事由・理由

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額 円を

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号
月分（翌月10日納入期限分）から

所
　

属 徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入
１．必要　２．不要 

内線（ ）

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度年 度に係る給与所得者異動届出書
 給与支払報告
特 別 徴 収

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

右から番号

を記入

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

        月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が　　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

右から番号

を記入 月 日 円

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

納入する月を必ず記入してください。 

年税額、徴収済・未徴収の月と税額は現年度のものを正確に記入。 

・翌年１月１日以降の退職は、希望によらず一括徴収してください。 

・１月以降の退職で、新年度も特別徴収として給与支払報告書を提出
された場合は「年度」欄は「３.両年度」としてください。 

 

12 月 31 日までは「１」、1 月 1 日以降は
「２」で記入してください。 

年税額、徴収済の月と税額、未徴収の月と税額は現年度のものを正
確に記入してください。 

・全額納入済のときは、未徴収税額は０円と記入してください。 

・翌年５月中の退職の場合は、徴収済額を６月から５月、未徴収税
額は０円と記入してください。 

・１月以降の退職で、新年度も特別徴収として給与支払報告書を提
出された場合は「年度」欄は「３.両年度」としてください。 

異動の事由は該当する事由
の番号、「その他」の場合は
内容も記入してください。
徴収方法を「２.一括徴収」
としてください。 

異動の事由は該当する事由の番号、
「その他」の場合は内容も記入して
ください。徴収方法を「３.普通徴
収」としてください。 
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５．税額が０円の従業員が退職するとき 

 

 

６．新年度から特別徴収の予定で給与支払報告書を提出した後、退職するとき（現年度が普通徴収の場合） 

 

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

        月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が　　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

右から番号

を記入 月 日 円

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

右から番号

を記入

担

当

者

連

絡

先

所
　

属 徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入
１．必要　２．不要 

内線（ ）

円 円 円
(本人納付)

事由・理由

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額 円を

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号
月分（翌月10日納入期限分）から

所　在　地

〒

受給者番号
１

２

３

４

５

６

７

退　　　職

転　　　勤

休職・長欠

死　　　亡

支払少額・不定期

合併・解散

そ　の　他

月から

月まで

月から

月まで

年 １．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所 月

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

異動後の
住 所

日

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名
（ア） （イ） （ウ） 異 動 後 の 未 徴 収

異  　動
年 月 日生年月日 年 月 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、左

端を空欄とし右詰めで記載 内 線 （ ）

給与支払報告
 特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
場
合
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、

必
ず
未
徴
収

税
額
を
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
（

死
亡
退
職
等
の
場
合
を
除
き
ま
す
）
。

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

庄原市長　殿 宛 名 番 号

フリガナ
連

　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
年 月 日提出

電 話

１．異動が 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

３．死亡による退職であるため

給与支払報告
 特 別 徴 収 に係る給与所得者異動届出書 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
場
合
、

本
人
か
ら
の
申
し
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、

必
ず
未
徴
収

税
額
を
一
括
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
（

死
亡
退
職
等
の
場
合
を
除
き
ま
す
）
。

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

庄原市長　殿 宛 名 番 号

フリガナ
連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
年 月 日提出

電 話個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、左

端を空欄とし右詰めで記載 内 線 （ ）

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名
（ア） （イ） （ウ） 異 動 後 の 未 徴 収

異  　動
年 月 日生年月日 年 月 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

（ア）－（イ）
税 額 の 徴 収 方 法

受給者番号
１

２

３

４

５

６

７

退　　　職

転　　　勤

休職・長欠

死　　　亡

支払少額・不定期

合併・解散

そ　の　他

月から

月まで

月から

月まで

年

個人番号

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１月１日
現在の住所 月

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

異動後の
住 所

日
円 円 円

(本人納付)
事由・理由

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額 円を

（

特

別

徴

収

義

務

者
）

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号
月分（翌月10日納入期限分）から

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属 徴収し、納入するよう連絡済みです。

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入
１．必要　２．不要 

内線（ ）

３．普通徴収の場合 ※

市

町

村

記

入

欄

理
　
由

２． 年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

右から番号

を記入

２．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

        月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

理
　
由

１．異動が　　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が 年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

右から番号

を記入 月 日 円

「年度」欄は「２.新年度」としてください。 
例年５月中旬に発送する当初の税額通知では、異
動届に加え、給与支払報告書を特別徴収の区分で
提出された場合も特別徴収の対象となります。退
職された場合は忘れずにお届けください。 

税額は０円で記入してください。 
１月以降の退職で、新年度も特別徴収として給与支払報告書
を提出された場合は「年度」欄は「３.両年度」としてくだ
さい。 

異動の事由は該当する事由の番号、
「その他」の場合は内容も記入して
ください。徴収方法を「３.普通徴
収」としてください。 

金額は空欄と 
してください。 

異動の事由は該当する事由
の番号、「その他」の場合は
内容も記入してください。
この例では、徴収方法を
「３.普通徴収」としてくだ
さい。 
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７．事業所の名称等に変更があったとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  納入書保管用・金融機関保管用・市町村保管用の３枚それぞれに同じ内容でご記入ください。

上記のとおり領収しました。領収証書は５年間大切に保存してください。 （納入者保管）

（特別徴収義務者）〒 727-2106

住　所

 又は　　　庄原市中本町一丁目10番１号

所在地

氏　名

 又は　　　株式会社　〇〇〇〇　様
名　称

領

収

日

付

印

納期限 令和5 年 12 月 11 日

(2)

合計額

退　職

所得分

延滞金

十 円千 百 十 万 千 百

令和05 年 11 月分

指　　定　　番　　号 納入金額(1)　　 　　円

　　230,000　　円850112233

納

　
入

　
金

　
額

給与分 億

6 0 1 3 6 0 - 9 - 9 6 0 1 5 3 番 庄原市会計管理者

市 区 町 村 コ ー ド 口　　座　　番　　号 加　入　者　名

●納入金額に変更がある場合の記入方法（表面）

広島県

庄 原 市

 個人市町村民税

 個人道府県民税
領収証書 公

3 4 2 1 0

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，

一括徴収

分を含む。（ ）
□ 納 入 す べ き 金 額 が 右 の 納 入

金 額 ( 1 )の 欄 の 金 額と 異 なる と

き は 、 納 入 金額 ( 1 )の 欄 を横 線

で 抹 消 し 、 納入 金 額 ( 2 )の 欄 に

記 入 し てく だ さい 。 □□ □□ □

予備の納入書を使用す
るときは、該当年月納
期限を和暦（Ｒ〇、令
和〇）で記入してくだ
さい。

納入金額（１）の欄を2重線で消
してください。訂正印は不要で
す。

合計金額を記入してください。
退職所得分（分離課税）があ
る場合は、給与分との合計額
となります。
金額の前に￥記号は記入不要
です。

退職した従業員の住民税の一括

徴収分を含める等、変更後の金

額を記入してください。￥記号

は記入不要です。

８．納 入 書 金 額 訂 正 の 記 入 例 

 

名称・所在地等は正確にご記入ください。 

理由が３・４の場合は「株式会社◇◇
を吸収合併し株式会社▲▲▲を設
立」「事務の集約により送付先変更」
等の内容を記載してください。 

変更した日を記入してください。 
該当する理由の番号を〇で囲んでください。 
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■ 税額の計算 

 

 

 

 

 

 

・退職所得控除額の計算方法 

勤続年数 退職所得控除額 その他 

20 年以下 40 万円×勤続年数 
（80 万円に満たない時は 80 万円） 

障害者になったことに直接基因して退

職された場合、控除額に 100 万円を加

算します。 20 年超 800 万円＋70 万円×（勤続年数ʷ20 年） 

勤続年数に１年未満の端数があるときは、1 年に切り上げます。 

■ 納入期限  退職手当等から特別徴収をした翌月 10 日まで（地方税法 321 条の５第 2 項） 

■ 計 算 例  勤続年数 28 年(27 年 1 か月)、退職手当等の金額が 23,528,500 円の方の場合 

・退職所得控除額 ： 800 万円 + 70 万円 ×（28 年ʷ20 年）＝ 13,600,000 円  

（1,000 円未満切捨て） 
・退職所得金額 ： （23,528,500 円ʷ13,600,000 円）×1/2 ＝ 4,964,250 円 ⇒ 4,964,000 円  

・市民税 ： 4,964,000 円 ×６％ ＝ 297,840 円 ⇒ 297,800 円（100 円未満切捨て） 

  県民税 ： 4,964,000 円 ×４％ ＝ 198,560 円 ⇒ 198,500 円（100 円未満切捨て） 

■ 特別徴収票の提出 

   退職手当等の支払いを受ける方が、法人の役員等である場合は「退職所得の源泉徴収票（特別徴収票）」

を、退職後 1 か月以内に提出してください。なお、退職手当等の受給者にも交付してください。 

●納入申告書記入方法（裏面）
退職手当等を支払い、所得に対し市民税・県民税が発生する場合にご記入ください。

なお退職による住民税の一括徴収の場合は不要です。

市町村民税

道府県民税

人

円

（特別徴収義務者）
住所又は
所 在 地

氏名又は
名　　称

　地方税法第50条の５及び第328条の５第２項の規定により上記の

とおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。

（受付印）

　

法人

番号

又は

個人

番号

道 府 県 民 税

特 別 徴
収 税 額

市 町 村 民 税

万 千 百 十

退 職 手 当 等 支 払 金 額
十 億 千 百 十

納　入　申　告　書

　　  年  月  日 提 出

　　  年  月分人員

退職手当等を支払った年月を
記入。

対象人数を記入。

退職手当等の金額を記入。複
数人の場合は合計額。
￥記号は記入不要です。

退職手当等の所得分の市民

税・県民税の内訳をそれぞれ

記入。複数人の場合は合計額。

￥記号は記入不要です。

特別徴収義務者の所在地・名
称を記入。

法人番号（個人事業主の場合
は空欄）を右詰で記入。

× 
 

× 
 

＝ 
 

＝ 
 

× 

税率６％ 課税退職 
所得金額 

（1,000 円未満切捨て） 

 (

所
得
割
額) 

市
県
民
税 

１※ 
Ḙ 
２ 

Ḙ 
退職所得 
控除額 

税率４％ 

市民税額 
(100 円未満切捨て) 

県民税額 
(100 円未満切捨て) 

退職手当
等の支払

額 

※「勤続年数が５年以下の役員等が支払を受ける退職手当等」及び「勤続年数が５年以下の従業員等が支払を受ける退職

手当等のうち、退職所得控除額控除後の残額のうち 300 万円を超える部分」については 2 分の１控除はありません。 

 上記のとおり領収しました。領収証書は５年間大切に保存してください。 （納入者保管）

（特別徴収義務者）〒 727-2106

住　所

 又は　　　庄原市中本町一丁目10番１号

所在地

氏　名

 又は　　　株式会社　〇〇〇〇　様
名　称

領

収

日

付

印

(2)

合計額

納期限 令和5 年 12 月 11 日

退　職

所得分

延滞金

百 十 円

納

　
入

　
金

　
額

給与分 億 千 百 十 万 千

0 1 3 6 0 - 9 - 9 6 0 1 5 3 番 庄原市会計管理者

市 区 町 村 コ ー ド 口　　座　　番　　号 加　入　者　名

令和05 年 11 月分

指　　定　　番　　号 納入金額(1)　　 　　円

　　250,000　　円850112233

3 4 2 1 0 6

納入書保管用・金融機関保管用・市町村保管用の３枚それぞれに同じ内容

でご記入ください。

●納入書記入方法（表面）

広島県

庄 原 市

 個人市町村民税

 個人道府県民税
領収証書 公

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，

一括徴収

分を含む。（ ）
□ 納 入 す べ き 金 額 が 右 の 納 入

金 額 ( 1 )の 欄 の 金 額と 異 なる と

き は 、 納 入 金額 ( 1 )の 欄 を横 線

で 抹 消 し 、 納入 金 額 ( 2 )の 欄 に

記 入 し てく だ さい 。 □□ □□ □

納入金額（１）の欄を2重線で
抹消。訂正印は不要です。

合計金額を記入。
￥記号は記入不要です。

変更がなければ、月額を記入。
￥記号は記入不要です。

退職手当等に係る課税分を記
入。￥記号は記入不要です。

９．退職所得に係る市民税 県民税の納入書及び申告書の記入例 



11             広島県庄原市 特別徴収の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象となる特別徴収義務者は、給与の支払いをしている人の数が、常時 10 人未満の場合です。 

 10 人とは、市民税・県民税が非課税の人や庄原市外に居住している人も含みます。 

 なお、繁忙期に臨時に雇い入れた人は除きます。 

・承認を受けた後、毎月徴収した月割額の納入は年２回の納入となります。承認にあわせ差替分の納入

書を送付します。また、承認の取消がない限り、次年度以降も引き続き納期の特例が適用されます。 

  ６月分から 11 月分の徴収額 ……………… 12 月 10 日までに納入 

  12 月分から翌年 5 月分までの徴収額 …… 翌年 6 月 10 日までに納入 

・年度の中途に申請され承認した場合、申請日の属する月より前の月は、納期の特例が適用されません。 

  例）10 月 6 日に申請され、承認を受けた場合 

    ６月分から９月分の徴収税額 …………………… 各月の納期限までにそれぞれ納入 

    10 月分、11 月分の徴収税額 …………………… 12 月 10 日までに納入 

    12 月分から翌年 5 月分までの徴収税額 …… 翌年 6 月 10 日までに納入 

    ［翌年度以降］６月分から 11 月分の徴収額 …… 12 月 10 日までに納入 

・承認後、給与の支払いをする人の数が、常時 10 人以上となった場合は、遅滞なく届出てください。 

・承認後、滞納や納入の遅延がある場合は、承認を取消すことがあります。 

・市税の滞納や、納入の遅延がある場合は、この特例の承認を受けられないことがあります。 

 

10．特別徴収税額の納期の特例に関する申請書記入例 
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１
．

異
動

が
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

な
い

た
め

３
．

死
亡

に
よ

る
退

職
で

あ
る

た
め

税
額

の
徴

収
方

法

個
人

番
号

内
線

（
）

１
．

２
．

３
．

特
別

徴
収

継
続

一
括

徴
収

普
通

徴
収

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号 （

ア
）

（
イ

）
（

ウ
）

異
動

後
の

未
徴

収

内
線
（

　
　

 　
　

）

異
 
 
　

動
年

 
月

 
日

生
年

月
日

〒

新
し

い
勤

務
先

へ
は

、
月

割
額

新
規

受
給
者

番
号

円
円

１
．

特
別

徴
収

継
続

の
場

合

（ 特 別 徴 収 義 務 者 ）

新 し い 勤 務 先

特
別

徴
収

義
務

者
指

　
定

　
番

　
号

給 　 与 　 所 　 得 　 者

フ
リ

ガ
ナ

氏
　

名

給
与

支
払

報
告

特
 
別

 
徴

 
収

に
係

る
給

与
所

得
者

異
動

届
出

書
年

 
度

１
．

現
年

度
　

　
２

．
新

年
度

　
　

３
．

両
年

度

退 職 の 日 が 一 月 一 日 か ら 四 月 三 十 日 ま で の 間 の 場 合 、 本 人 か ら の 申 し 出 が な い 場 合 で あ っ て も 、 必 ず 未 徴 収

税 額 を 一 括 徴 収 し て く だ さ い （ 死 亡 退 職 等 の 場 合 を 除 き ま す ） 。

給 与 支 払 者

義 務 者

特 別 徴 収

所
　

在
　

地
〒

特
別

徴
収

義
務

者

指
　

定
　

番
　

号

庄
原

市
長

　
殿

 
宛

 
名

 
番

 
号

フ
リ

ガ
ナ

連 　 絡 　 先

担 　 当 　 者

所
 
属

氏
名

又
は

名
称

氏
 
名

電
 
話

 
←
個
人
番
号
の
記

載
に
当
た

っ
て
は
、
左

端
を
空

欄
と
し

右
詰
め
で
記
載

異
　

動
　

の
　

事
　

由
特

別
徴

収
税

額
（

年
税

額
）

徴
収

済
額

未
徴

収
税

額
（

ア
）

－
（

イ
）

年

年
月

日
提

出

担 当 者 連 絡 先

所 　 属

１
月

１
日

現
在
の

住
所

月
か

ら

月
ま

で

法
 
人

 
番

 
号

日
月

円
事
由
・
理
由

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

月
か

ら

月
ま

で

年 月

異
動

後
の

住
 所 所
　

在
　

地

２
．

一
括

徴
収

の
場

合
左

記
の

一
括

徴
収

し
た

税
額

は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
月

分
（

翌
月

1
0
日

納
入

期
限

分
）

で

納
入

し
ま

す
。

理 　 由

１
．

異
動

が
　

　
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

で
、

一
括

徴
収

の
申

出
が

あ
っ

た
た

め

２
．

異
動

が
　

　
年

１
月

１
日

以
降

で
、

特
別

徴
収

の
継

続
の

申
出

が
な

い
た

め

徴
収

予
定

月
日

徴
収

し
、

納
入

す
る

よ
う

連
絡

済
み

で
す

。

氏 　 名
フ

リ
ガ

ナ
受

給
者

番
号

氏
名

又
は

名
称

電 　 話

徴
収

予
定

額

（
上

記
（

ウ
）

と
同

額
）

月
日

右
か
ら

番
号

を
記
入

３
．

普
通

徴
収

の
場

合
※ 市 町 村 記 入 欄

理 　 由
右
か
ら

番
号

を
記
入

２
．

年
５
月

31
日
ま

で
に
支

払
わ
れ

る
べ

き
給
与

又
は
退

職
手
当

等
の
額

が
未

徴
収
税

額
（
ウ

）
以
下

で
あ

る
た
め

退
　

　
　

職

転
　

　
　

勤

休
職

・
長

欠

死
　

　
　

亡

支
払

少
額

・
不

定
期

合
併

・
解

散

そ
　

の
　

他
(本

人
納

付
)

右
か

ら

番
号

を

記
入

円

納
入

書
の

要
否

（
新
規
の
場

合
の
み

記
載
）

月
分

（
翌

月
1
0
日

納
入

期
限

分
）

か
ら

日

右
か
ら

番
号
を

記
入

右
か
ら

番
号
を

記
入

円
を

１
．

必
要

　
２

．
不

要
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 記
載
要

領
１ ２ ３ ４ ５

く
だ

さ
い

。

６
「
給

与
所

得
者
」

欄
中

の
「
個

人
番

号
」
欄

に
は

、
給
与

所
得

者
の
個

人
番

号
を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

７
「
給

与
所

得
者
」

欄
中

の
「
受

給
者

番
号
」

欄
に

は
、
こ

の
届

出
書
に

記
載

し
た
給

与
所

得
者
に

つ
い

て
、
そ

の
特

別
徴
収

税
額

の
通
知

書
に

記
載
さ

れ
た

受
給
者

番
号

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

８
「
異

動
後

の
住
所

」
欄

に
は
、

異
動

後
の
住

所
を

記
載
し

て
く

だ
さ
い

。
異

動
後
の

住
所

が
不
明

な
と

き
は
、

給
与

の
支
払

を
受

け
な
く

な
っ

た
当
時

の
住

所
を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

９
「
異

動
後

の
未
徴

収
税

額
の
徴

収
方

法
」
欄

は
、

次
の
要

領
に

よ
り
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

(1
)
　

給
与

の
支

払
を
受

け
な

く
な
っ

た
者

が
、
新

し
い

勤
務
先

に
お

い
て
特

別
徴

収
の
継

続
を

希
望
す

る
場

合
に
は

、
枠

内
に
「

１
」

と
番
号

を
記

入
す
る

と
と

も
に
、

「
１

．
特
別

徴
収

継
続

の
場
合

」
欄

に
必
要

事
項

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

(2
)
　

退
職

後
　

年
５
月

3
1日

ま
で
に

支
払

わ
れ
る

給
与

又
は
退

職
手

当
等
か

ら
未

徴
収
税

額
を

一
括
徴

収
す

る
場
合

に
は

、
枠
内

に
「

２
」
と

番
号

を
記
入

す
る

と
と
も

に
「

２
．
一

括
徴

収
の

場
合
」

欄
に

必
要
事

項
を

記
載
し

て
く

だ
さ
い

。
（

注
　
　

年
１

月
１
日

か
ら

４
月
3
0日

ま
で

の
間

に
、

退
職
等

に
よ

り
給
与

の
支

払
を
受

け
な

く
な
っ

た
場

合
に

は
、

本
人

か
ら
一

括
徴

収

の
申
出

が
な

く
と
も

必
ず

一
括
徴

収
し

な
け
れ

ば
な

り
ま
せ

ん
。

）

(3
)
　

(1
)
又

は
(
2)

に
該

当
し

な
い
場

合
に

は
、
枠

内
に

「
３
」

と
番

号
を
記

入
す

る
と
と

も
に

、
「
３

．
普

通
徴
収

の
場

合
」
欄

に
、

そ
の
理

由
を

同
欄
に

掲
げ

て
い
る

も
の

か
ら
選

び
、

該
当

す
る
番

号
を

枠
内
に

記
入

し
て
く

だ
さ

い
。
（

注
　

同
欄
に

掲
げ

て
い
る

理
由

に
該
当

し
な

い
場
合

は
、

新
し
い

勤
務

先
に
お

い
て

特
別
徴

収
の

継
続
の

申
出

が
あ

る
場

合
を

除
き
、

特
別

徴

収
義
務

者
は

、
必
ず

一
括

徴
収
し

な
け

れ
ば
な

り
ま

せ
ん
。

）

1
0

こ
れ

ま
で

に
同
市

町
村

長
か
ら

指
定

さ
れ
た

こ
と

が
な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

「
新
規

」
を

○
で
囲

ん
で

く
だ
さ

い
。

1
1
「
１

．
特

別
徴
収

継
続

の
場
合

」
欄

中
の
「

納
入

書
の
要

否
」

欄
に
は

、
「

特
別
徴

収
義

務
者
指

定
番

号
」
欄

の
「

新
規
」

を
○

で
囲
ん

だ
場

合
に
の

み
記

載
し
て

く
だ

さ
い
。

1
2
「
２

．
一

括
徴
収

の
場

合
」
欄

中
の

「
徴
収

予
定

月
日
」

欄
に

は
、
一

括
徴

収
の
対

象
と

な
る
給

与
又

は
退
職

手
当

等
の
支

給
月

日
を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

1
3
 ※

印
の
欄

は
、

記
載
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。

「
給

与
支

払
者
（

特
別

徴
収
義

務
者

）
」
欄

中
の

「
宛
名

番
号

」
欄
に

は
、

こ
の
届

出
書

に
記
載

し
た

給
与
所

得
者

に
つ
い

て
、

そ
の
特

別
徴

収
税
額

の
通

知
書
に

記
載

さ
れ
た

宛
名

番
号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

「
給

与
支

払
者
（

特
別

徴
収
義

務
者

）
」
欄

中
の

「
特
別

徴
収

義
務
者

指
定

番
号
」

欄
に

は
、
届

出
書

を
提
出

す
る

関
係
市

町
村

長
に
よ

り
指

定
さ
れ

た
特

別
徴
収

義
務

者
指
定

番
号

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

 「
１

．
特

別
徴

収
継
続

の
場

合
」
欄

中
の

「
特
別

徴
収

義
務
者

指
定

番
号
」

欄
に

は
、
届

出
書

を
提
出

す
る

関
係
市

町
村

長
に
よ

り
指

定
さ
れ

た
特

別
徴
収

義
務

者
指
定

番
号

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

 給
与

支
払

報
告

に
係
る

給
与

所
得
者

異
動

届
出
書

 ４
月

15
日

ま
で

に
関
係

市
町

村
長
に

提
出

し
て
く

だ
さ

い
。

 特
別

徴
収

に
係

る
給
与

所
得

者
異
動

届
出

書

　
 
こ

の
届

出
書

は
、
給

与
の

支
払
を

受
け

て
い
る

者
で

、
特
別

徴
収

税
額
の

あ
る

給
与
の

支
払

を
受
け

な
く

な
っ
た

場
合

に
そ
の

受
け

な
く
な

っ
た

日
の
属

す
る

月
の
翌

月
の

10
日
ま

で
に

関
係
市

町
村

 長
に

提
出

し
て

く
だ
さ

い
。

た
だ
し

、
４

月
２
日

か
ら

５
月
3
1日

ま
で

の
間

に
給

与
の
支

払
を

受
け
な

く
な

っ
た
者

の
市

町
村
民

税
を

そ
の
年

度
か

ら
新
た

に
特

別
徴
収

の
方

法
に
よ

っ
て

徴
収
す

べ
き

 市
町

村
長

に
対

す
る
届

出
書

は
、
そ

の
市

町
村
長

か
ら

特
別
徴

収
税

額
の
通

知
が

あ
っ
た

日
の

属
す
る

月
の

翌
月
の

1
0日

ま
で
に

提
出

し
て
く

だ
さ

い
。

「
給

与
支

払
者
（

特
別

徴
収
義

務
者

）
」
欄

中
の

「
個
人

番
号

又
は
法

人
番

号
」
欄

に
は

、
給
与

支
払

者
（
特

別
徴

収
義
務

者
）

の
個
人

番
号

（
行
政

手
続

に
お
け

る
特

定
の
個

人
を

識
別
す

る
た

め
の

　
番

号
の

利
用
等

に
関

す
る
法

律
第

２
条
第

５
項

に
規
定

す
る

個
人
番

号
を

い
う
。

以
下

同
じ
。

）
又

は
法
人

番
号

（
同
条

第
15

項
に
規

定
す

る
法
人

番
号

を
い
う

。
）

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

な
お
、

　
個

人
番

号
を
記

載
す

る
場
合

に
は

、
左
側

を
１

文
字
空

け
て

記
載
し

て
く

だ
さ
い

。

　
 
こ

の
届

出
書

は
、
市

町
村

長
に
提

出
し

た
給
与

支
払

報
告
書

に
記

載
さ
れ

た
者

の
う
ち

特
別

徴
収
税

額
が

な
い
者

で
、

４
月
１

日
現

在
に
お

い
て

給
与
の

支
払

を
受
け

な
く

な
っ
た

者
が

あ
る
場

合
に
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